
 
新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等について」 

改正後 現行 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 指定感染症 

１  （略） 

（１）・（２） （略） 

（３）届出基準 

ア ～ エ （略） 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

   （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、
咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭
い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、
剖検材料、その他検査方法に適
する材料 

検体から直接の核酸増幅法によ
る病原体の遺伝子の検出 

抗原定性検査による病原体の
抗原の検出 

鼻腔拭い液又は鼻咽頭拭い液 

抗原定量検査による病原体の
抗原の検出 

鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液又は唾
液 

 

（４） （略） 

 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 指定感染症 

１  （略） 

（１）・（２） (略) 

（３）届出基準 

ア ～ エ （略） 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

   （略） 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 喀痰、気管吸引液、肺胞洗浄液、
咽頭拭い液、鼻腔吸引液、鼻腔拭
い液、鼻咽頭拭い液、便、唾液、
剖検材料、その他検査方法に適
する材料 

検体から直接の核酸増幅法によ
る病原体の遺伝子の検出 

抗原定性検査による病原体の
抗原の検出 

鼻咽頭拭い液 

抗原定量検査による病原体の
抗原の検出 

鼻咽頭拭い液又は唾液 

 

（４） （略） 

 



別記様式１～５ （略） 

別記様式６－１ 

 

別記様式１～５ （略） 

別記様式６－１ 

 
 


